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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの同一軸心の円環部（１７、１８）の間に複数の柱部(１９)をその円環部の周方向
に設けて、その隣接する前記柱部(１９)の各間に円筒ころ(１５)を収納するポケット(２
１)を形成した合成樹脂の成型品からなり、前記２つの円環部（１７、１８）のうちの一
方の円環部（１７）は、軸受径方向において、その内径面（Ｐ１）が他方の円環部（１８
）の外径面（Ｐ２）よりも外径側に位置して、軸受の軸方向に割れる対の金型により射出
成型される円筒ころ軸受用保持器において、
　前記柱部（１９）の前記ポケット（２１）の軸受周方向内側面に、その柱部(１９)の軸
方向全長に亘る直線状の溝（２３）が設けられ、その溝（２３）の両溝側面のうち、外径
側の溝側面が前記一方の円環部（１７）の内径面（Ｐ１）と同一のフラット面とされ、内
径側の溝側面が前記他方の円環部（１８）の外径面（Ｐ２）と同一のフラット面とされ、
前記溝（２３）の幅内に前記対の金型の傾斜状のパーティングライン（３０）が形成され
て、そのパーティングラインの突起（４４）が前記溝（２３）内で収容されるようにし、
前記溝（２３）の側縁（２４）がＲカットされていることを特徴とする円筒ころ軸受用保
持器。
【請求項２】
　前記溝（２３）の深さ（ｔ）を、前記円筒ころ(１５)の径（ｍ）の１０分の１以下とし
たことを特徴とする請求項１に記載の円筒ころ軸受用保持器。
【請求項３】
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　前記溝（２３）は、軸受の軸方向と平行な直線状であって、その溝（２３）の幅（ｗ）
を、前記柱部（１９）の前記ポケット（２１）の軸受周方向内側面のその軸方向の長さ（
L）の５分の１以下としたことを特徴とする請求項１又は２に記載の円筒ころ軸受用保持
器。
【請求項４】
　前記柱部（１９）を、その軸方向に見て断面Ｙ字状とし、その断面Ｙ字状の上部の二股
をアーチ状としてそのアーチ状二股の基部内面を円弧状としたことを特徴とする請求項１
乃至３の何れかに記載の円筒ころ軸受用保持器。
【請求項５】
　前記合成樹脂を、直鎖状ポリフェニレンサルファイド樹脂に３重量％以上、２０重量％
以下の補強繊維を含有させたことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の円筒ころ
軸受用保持器。
【請求項６】
　前記補強繊維がガラス繊維又は炭素繊維であることを特徴とする請求項５に記載の円筒
ころ軸受用保持器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動車のトランスミッション装置やディファレンシャル装置、産業機械や
鉄道車両の車軸等に用いられる円筒ころ軸受に用いる保持器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、自動車のトランスミッション装置やディファレンシャル装置、産業機械や鉄道
車両の車軸に用いられる円筒ころ軸受に組み込まれる保持器は、金属製のものよりも軽量
で、生産性及び経済性に優れる合成樹脂製の材料で構成されているものがある。
【０００３】
　このような合成樹脂製の保持器は、通常、２つの同一軸心の円環部の間に複数の柱部を
その円環部の周方向に設け、隣接する前記柱部の各間に円筒ころを収納するポケットを形
成した合成樹脂の成型品からなる。
　この樹脂成型品からなる保持器を射出成型する際、軸受の軸方向に割れる対の金型によ
り成型するのが、金型の製作費や作業性の点等から好ましい。このため、従来から、前記
２つの円環部のうちの一方の円環部を、軸受径方向において、その内径面が他方の円環部
の外径面よりも外径側に位置するようにし、対の金型のパーティングラインをその一方の
円環部の内径面端と他方の円環部の外径面端を結ぶ直線状とした円筒ころ軸受用保持器が
知られている（例えば、特許文献１、第２頁右上欄第１９～同左下欄第１２行、第５図参
照）。
【特許文献１】特開昭６０－８５２５号公報
【０００４】
　前記の射出成型による円筒ころ軸受用保持器は、その成型時、２つの金型の合わせ面（
パーティングライン）は、前記柱部のポケットの軸受周方向内側面となり、そのパーティ
ングラインには必ず間隙が生じるため、その間隙に樹脂が入り込むことによって、そのパ
ーティングラインに沿う突起が前記柱部のポケット内側面に生じる。
　このとき、その両金型合わせ面の端縁は、使用につれて徐々に摩耗等して、前記間隙が
大きくなる。間隙が大きくなれば、前記突起も大きくなる。
【０００５】
　一方、円筒ころ軸受は、保持器のポケット内で円筒ころが自転して円滑な回転支持を行
うものであって、その際、円筒ころは、柱部のポケットの軸受周方向内側面に摺接して転
動する。このとき、その柱部のポケット内側面は潤滑油膜が形成されてその転動を円滑化
する。
　このため、その円筒ころの転動時、円筒ころの外周面に前記パーティングラインの突起
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が触れることとなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記のように、保持器の柱部のポケット内側面は潤滑油膜が形成されて、前記円筒ころ
の外周面にパーティングラインの突起が触れるが、その突起が目立たない位に細く潤滑油
の膜形成に支障がない限りにおいては問題とならない。
　しかし、両金型合わせ面の端縁が摩耗等して、その突起が大きくなれば、その突起によ
り、円筒ころとポケット内側面との間の油膜切れが生じて潤滑不良をきたすこととなる。
【０００７】
　そこで、この発明は、パーティングラインの突起による、円筒ころと柱部との間の油膜
切れを防止することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、この発明は、前記保持器柱部のポケットの軸受周方向内
側面に、その柱部の軸方向全長に亘る直線状の溝を形成し、その溝の内面に前記対の金型
の直線状のパーティングラインが位置するようにして、そのパーティングラインの突起が
その溝内にあるようにしたのである。
　このようにすれば、溝から、パーティングラインの突起が突出せず、ポケット内におい
て円筒ころが自転しても、その円筒ころの外周面（転動面）にその突起が触れることが無
くなるか、仮に触れても、円滑な摺動状態となる。このため、円筒ころは円滑に自転する
。
　また、溝内には潤滑油が捕捉されて確保され、その溝内の潤滑油を含めた膜が柱部のポ
ケット内側面に形成される。このとき、溝内の潤滑油が溝からその油膜に補給されるため
、その油膜切れは生じない。
【０００９】
　この発明の構成としては、２つの同一軸心の円環部の間に複数の柱部をその円環部の周
方向に設けて、その隣接する前記柱部の各間に円筒ころを収納するポケットを形成した合
成樹脂の成型品からなり、前記２つの円環部のうちの一方の円環部は、軸受径方向におい
て、その内径面が他方の円環部の外径面と同一位置、又はその外径面よりも外径側に位置
して、軸受の軸方向に割れる対の金型により射出成型される円筒ころ軸受用保持器におい
て、前記柱部のポケットの軸受周方向内側面に、その柱部の軸方向全長に亘る直線状の溝
が設けられ、その溝の内面に前記対の金型の直線状のパーティングラインが形成されて、
そのパーティングラインの突起が前記溝内にある構成を採用することができる。
【００１０】
　この構成において、２つの円環部のうちの一方の円環部は、軸受径方向において、その
内径面が他方の円環部の外径面と同一位置の場合も含めたのは、同一位置であれば、パー
ティングラインが軸受軸方向と同一になって、対の金型をその軸方向に割ることができる
からである。
【００１１】
　前記溝の側縁はエッジ状であると、円筒ころの転動時における柱部への応力がそのエッ
ジ状側縁に集中するため、その側縁はＲカットして、その応力集中を軽減することが好ま
しい。
　また、溝の深さは、前記円筒ころの径の１０分の１以下として、柱部の強度を確保する
。溝は深いほど潤滑油を確保できるが、円筒ころの径の１０分の１を超える溝の深さとす
ると、通常、溝形成部の柱部厚さ（軸受周方向の厚み）がその円筒ころの転動による応力
に対して十分な強度を得にくくなるからである。
【００１２】
　前記溝は、通常、同一幅であって、前記パーティングラインに並行であれば、必ず、溝
内にパーティングラインを納めることができる。しかし、通常、パーティングラインは、



(4) JP 5154986 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

割り方向に対し傾けて、対の金型をスムースに離型するようにするが、この場合、対の金
型を軸受の軸方向に割れば、その割りが無理割りになったり、金型が複雑になったりする
。
　このため、溝を、軸受の軸方向に直線状とすれば、無理割りもなくなり、金型も簡単と
なる。すなわち、溝を、軸受の軸方向と平行な直線状とし、その溝の幅Ｗを、柱部のポケ
ットの軸受周方向内側面のその軸方向の長さLの５分の１以下とする。
　通常、対の金型を円滑に割れるようにするのは、パーティングラインを軸受の軸方向に
対して最大１０度位傾ける。このため、W≧L×ｔａｎ１０°＝０．１７Lから、W≧１／５
L＝０．２Lであれば、余裕をもって、溝内にパーティングラインを納めることができる。
【００１３】
　さらに、この種の保持器においては、前記柱部を、その軸方向に見て断面Ｙ字状とした
形状とすることがあるが、その場合は、その断面Ｙ字状の上部の二股をアーチ状としてそ
のアーチ状二股の基部内面を円弧状として応力集中をなくする。円筒ころの転動に伴いそ
の二股部に応力が働くが、そのアーチ状二股の基部内面がエッジ状となっていると、その
エッジに応力集中が生じてその二股部の破損を招きやすいからである。
【００１４】
　前記射出成型用の合成樹脂としては、一般的なものを適宜に採用すれば良いが、例えば
、直鎖状ポリフェニレンサルファイド樹脂（直鎖状PPS)に３重量％以上、２０重量％以下
の補強繊維を含有させたものとして、最も弱い部分の疲労限：２０ＭＰａ以上としたもの
とする。
【００１５】
　直鎖状PPSは、分子鎖が直鎖状であるため、分子鎖間の絡み合いが容易であり、分岐状
ＰＰＳと比して靭性が大きくなり、補強繊維を所要量含有させることで、さらに機械的強
度を確実に向上させることができる。このとき、補強繊維の含有量を規定したのは、その
含有量が２０重量％を超えると柔軟性が低下し、一方、３重量％未満であると、含有させ
ることによる補強効果が十分に発現しない恐れがあり、また、十分な耐熱性が得られない
からである。
　また、最も弱い部分の疲労限：２０ＭＰａ以上としたのは、通常、保持器は、負荷され
るラジアル荷重：０．５４C（C：定格荷重）、ｄｎ（ｄ：軸受内径寸法、ｎ：使用回転速
度（ｍｉｎ））＝５４万回転において、最も弱い個所で２０MPａ以上を確保しなくてはな
らないからである。
【００１６】
　前記補強用繊維としては、ガラス繊維または、炭素繊維を採用することができる。ガラ
ス繊維を含有させた場合、優れた耐熱性が得られるとともに、靭性などの機械的特性が向
上する。また、炭素繊維を含有させた場合では、機械的強度が向上するとともに、熱伝導
性を向上させることが可能となる。
【００１７】
　前記各構成のころ軸受用保持器は、種々の使用態様に採用できるが、例えば、自動車用
の動力伝達軸を回転可能に支持する軸受に用いる。このような軸受は、潤滑油に浸される
ので、耐油性が求められる。特に、前記要件を満たす直鎖状PPS製の保持器は、リンや硫
黄分等を多く含む潤滑油が使用される自動車のトランスミッション装置においては、その
耐油性、耐薬品性が高いことから、好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、この発明の円筒ころ軸受は、パーティングラインに突起が発生しても、
その突起が柱部の両側面の溝の内部に形成され、突起がころ転動面に接触せず、また仮に
接触しても、円滑な摺動状態となるため、突起によってころ転動面の潤滑油が掻き取られ
て、油膜切れが発生することが防止される。そのため、この発明の円筒ころ軸受は、円筒
ころ軸受の運転中の潤滑性能を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１９】
　以下、この発明の実施形態を図１～図３に示す。この実施形態の円筒ころ軸受１０は、
図１に示すように、内輪１１と、外輪１２と、この内輪１１と外輪１２とのそれぞれの軌
道面１３、１４の相互間に周方向に転動可能に組み込まれる円筒ころ１５と、各列の円筒
ころ１５を周方向に所定間隔をおいて保持する円筒ころ軸受用保持器１６（以下、単に保
持器１６という）とから構成される。なお、前記円筒ころ軸受１０は、図示するように単
列円筒ころ軸受に限定されるものでなく、複列円筒ころ軸受や多列円筒ころ軸受であって
もよい。
【００２０】
　また、図４に示すように、前記保持器１６は軸方向に離間した同心状の２つの円環部１
７、１８と、両円環部１７、１８の間に周方向に定ピッチで設けられた複数の柱部１９と
からなる。
【００２１】
　この２つの円環部１７、１８のうちの一方の円環部１７は、図１に示すように、その内
径ｄ１が他方の円環部１８の外径ｄ２よりも大きく形成されており、この円環部１７（以
下、大径円環部１７という）の内径面Ｐ１が、他方の円環部１８（以下、小径円環部１８
という）の外径面Ｐ２よりも外径側に位置している（図３参照）。
【００２２】
　この大径円環部１７と小径円環部１８の間および、隣接する柱部１９とで囲まれた部分
にポケット２１が形成される。これにより、このポケット２１は、保持器１６の周方向の
複数箇所に等間隔をもって形成され、円筒ころ１５が内輪１１と外輪１２との間で転動す
る際に、円筒ころ１５を保持器の周方向に等間隔に保持する。
【００２３】
　前記柱部１９は、図２に示すように、その軸方向に見て断面Ｙ字状となって、その外径
面の周方向両端部が、二股状外向きに突出しており、その二股状突出部分の周方向の両側
面および柱部１９の周方向の側面２２が、円筒ころ１５の外周面に沿ったアーチ状をなし
ている。また、前記二股状突出部分の基部内面は円弧状となっており、その基部内面に応
力が集中するのが軽減される。
【００２４】
　柱部１９の周方向の両側面２２、２２には、図４に示すように、軸方向の溝２３が全長
にわたって設けられている。この溝２３は、その両溝側面のうち、外径側の溝側面が大径
円環部１７の内径面Ｐ１と同一のフラット面となっており、内径側の溝側面が小径円環部
１８の外径面Ｐ２と同一のフラット面となっている。溝２３は、図５に示すように、その
側縁２４がＲカットされており、側縁２４がエッジ状である場合に比べて、側縁２４への
応力集中が軽減されるので、柱部１９が破断しにくい。
【００２５】
　図５に示す溝２３の最も深い部分の深さｔは、図２に示す円筒ころ１５の径ｍの１０分
の１以下とすると良い。溝は深いほど潤滑油を確保できるが、円筒ころの径の１０分の１
を超える溝の深さとすると、通常、溝形成部の柱部厚さ（軸受周方向の厚み）がその円筒
ころの転動による応力に対して十分な強度を得にくくなるからである。
【００２６】
　溝２３の幅は、柱部１９の軸方向幅の５分の１以下とすると良い。通常、対の金型を円
滑に割れるようにするのは、パーティングラインを軸受の軸方向に対して最大１０度位傾
ける。このため、上述し、図６に示すように、溝２３の幅W≧柱部１９の軸方向幅L×ｔａ
ｎ１０°＝０．１７Lから、W≧１／５L＝０．２Lであれば、余裕をもって、溝２３内にパ
ーティングラインを納めることができる。
【００２７】
　前記保持器１６は、大径円環部１７の内径面Ｐ１が、小径円環部１８の外径面Ｐ２より
も外径側に位置しているため、小径円環部１８側から見た、大径円環部１７の小径円環部
１８との対向面の軸方向の投影面と、大径円環部１７側から見た、小径円環部１８の大径
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円環部１７との対向する面の軸方向の投影面が重ならない。
【００２８】
　軸方向の投影面が重ならないと、従来使用していたポケット２１を形成するための金型
が不要となり、この保持器１６は、軸受の軸方向に割れる対の金型により射出成型し得る
。これにより、保持器１６の製造コストを抑えることができ、これに伴い、円筒ころ軸受
１０の製造コストも抑えることが可能となる。
【００２９】
　前記構成の保持器１６は、直鎖状ポリフェニレンサルファイド樹脂（ＰＰＳ）に、補強
用繊維材としてのガラス繊維（グラスファイバ（ＧＦ））を含有させた合成樹脂を射出成
型して形成される。この直鎖状ポリフェニレンサルファイド樹脂（ＰＰＳ）は、重合段階
で直鎖状に分子鎖を高分子量にまで生長させたものである（特開昭６１－７３３２号、お
よび特開昭６１－６６７２０号公報参照）。
【００３０】
　前記ガラス繊維は、前記の直鎖状ＰＰＳ樹脂の重量に対して３重量％以上、２０重量％
以下の割合で含有させる。ガラス繊維を含有させた直鎖状ＰＰＳ樹脂を射出樹脂として保
持器１６を射出成型により成型すると、その保持器１６は、靭性等の機械的特性が向上す
るとともに、耐熱性、耐油性が向上する。なお、ガラス繊維（グラスファイバ（ＧＦ））
の代わりに、炭素繊維（カーボンファイバ（ＣＦ））を含有させても良い。この場合、保
持器１６の熱伝導性をも向上させることができるので、円筒ころ軸受１０の運転によって
保持器１６に蓄積する熱を効果的に放熱することができる。
【００３１】
　この保持器１６は、前述のように軸方向に割れる２つの金型を用いて、すなわち軸方向
に割れる雄金型３１および雌金型３２を用いて、直鎖状ＰＰＳ樹脂にガラス繊維を含有さ
せた射出樹脂を射出成型することにより形成される。雄金型３１は、円柱状をなし一端部
にフランジを有する形状をなし、雌金型３２は、有底の円筒状に形成される。この雄金型
３１を雌金型３２に円筒ころ軸受１０の軸受の軸方向に嵌め合わせると、保持器１６を成
型するためのキャビティ４０が形成される（図６参照）。
【００３２】
　このキャビティ４０は、保持器１６の大径円環部１７を成型するための大径円環部用キ
ャビティ４１と、小径円環部１８を成型するための小径円環部用キャビティ４２と、柱部
１９を成型するための柱部用キャビティ４３とを有する。
【００３３】
　大径円環部用キャビティ４１は、雄金型３１のフランジに設けられた軸方向の凹部３３
に、雌金型３２の一端面に形成された軸方向の突出部３４を嵌合することにより形成され
る。小径円環部用キャビティ４２は、雄金型３１の軸方向の他端部に設けられた段部３５
を形成する壁面と、雌金型３２の内壁面とにより形成される。柱部用キャビティ４３は、
図７に示すように、雄金型３１、雌金型３２のそれぞれに設けられた径方向の凹部３６、
３７を、雄金型３１と雌金型３２の合わせ面３０を挟んで対向させることにより形成され
る。
【００３４】
　前記合わせ面３０は、雄金型３１と雌金型３２とを組み合わせた状態において、大径円
環部用キャビティ４１の内径面（大径円環部１７の内径面に対応した面）および小径円環
部用キャビティ４２の外径面（小径円環部１８の外径面に対応した面）に面一でもって連
続する。このため、雄金型３１の円状合わせ面３０が凹部３３から段部３５に向かって縮
径するように傾斜し、雌金型３２の合わせ面３０が、前記突出部３４から小径円環部用キ
ャビティ４２を形成する前記内壁面に向かって拡径するように傾斜する。
【００３５】
　この凹部３６の開口縁の両側部には、互いに向かい合う突条３８が成型空間４３の全長
にわたって設けられる。凹部３７の開口縁の両側にも、前記凹部３６と同様、互いに向か
い合う突条３９が設けられる。
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【００３６】
　この突条３８、３９は、雄金型３１と雌金型３２とを組み合わせた状態において、その
突条３８と突条３９の径方向の幅を合わせた幅が、図６に示すように、成型空間４３の全
長にわたって所定幅ｗとなっている。すなわち、突条３８（突条３９）は、その径方向の
幅が成型空間４１から成型空間４２に向かって小さく（大きく）なっている。この両突条
３８、３９によって、後述のように、柱部１９のポケット２１の軸受周方向内側面に、そ
の柱部１９の軸方向全長に亘る直線状の溝２３が形成される。
【００３７】
　このように構成される雄金型３１および雌金型３２は、互いに組み合わされた状態から
軸方向に割ることが可能となる。図６に示すキャビティ４０に、射出樹脂としての直鎖状
ＰＰＳ樹脂をゲート（図示省略）から供給し、樹脂の硬化後、雄金型３１を雌金型３２か
ら軸方向に抜くと、保持器１６が射出成型される（図８参照）。
【００３８】
　この成型された保持器１６は、雄、雌金型３１、３２の突条３８、３９によって各柱部
１９の両側面に溝２３が形成され、その溝２３内面には、図７に示す鎖線のように、雄雌
金型３１、３２の合わせ面３０に対応するパーティングラインの突起４４が生じる。
　このとき、そのパーティングライン上の突起４４は、金型３１、３２の使用につれてそ
の端縁が徐々に摩耗等して徐々に大きくなる。このため、その突起４４が溝２３から突出
しない金型３１、３２の使用回数とする。
【００３９】
　この発明の効果を確認するために、本発明者が行った試験について説明する。
　この試験は、保持器に使用される樹脂からダンベル試験片を製作し、これを潤滑油に浸
漬し、引張強度を測定する。浸漬前の引張強度を基準として５００時間ごとの強度の劣化
の有無を確認した。
【００４０】
　（試験体）
　実施例１：ＰＳＳ樹脂　大日本インキ化学工業社製　商品名『Ｚ２３０』：商品名『Ｚ
２００－５Ｅ』＝３：１の混合樹脂＋ガラス繊維７．５重量％、以下「実施例１」と略称
する。
　比較例１：ＰＡ６６樹脂　ＢＡＳＦ社（株）製、商品名『Ａ３ＨＧ５』＋ガラス繊維２
５重量％、以下「比較例１」と略称する。
　比較例２：ＰＡ４６樹脂　ＤＭＳ　ＪＳＲエンプラ（株）社製、商品名『ＴＷ２００Ｆ
５』＋ガラス繊維２５重量％、以下「比較例２」と略称する。
　ガラス繊維：日東紡ガラス製、繊維径：１１μｍ、平均繊維長：３ｍｍ
【００４１】
（試験方法）JIS　K７１６１
　潤滑油中に浸漬した試験体を、１５０℃に設定した熱風循環式高温槽内に放置し、５０
０時間毎に引張強度を測定する。
　潤滑油：三菱扶桑スーパーハイポイドギアオイル、商品名『ＳＡＥ９０　ＧＬ－５』
【００４２】
　実施例および比較例の試験結果を図９に示す。
　図８に示すように、「実施例１」は、２０００時間経過しても、引張強度の劣化が認め
られなかった。一方、「比較例１」、「比較例２」では、時間の経過とともに引張強度の
劣化が認められた。この結果より、「実施例１」は、「比較例１」および「比較例２」と
比して耐油性、耐熱性が優れており、時間経過に伴う引張強度の劣化が認められないため
、長期にわたって円筒ころ軸受に使用することが可能である。
【００４３】
　また、ＰＰＳ樹脂にガラス繊維を含有させた樹脂を射出成型した保持器の疲労特性を、
繰り返し応力に基づいて、ガラス繊維の含有率毎に調べる試験を行った。
　この試験に先立って保持器に発生する応力を、円筒ころ軸受の実操業に基づいて下記の
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運転条件下での解析により調査した。
（運転条件）
　ラジアル荷重：０．５４Ｃ（基本静定格荷重：Ｃ）、ｄｎ値：５４万
【００４４】
　前記解析の結果、保持器に発生する応力は、保持器の最も強度の低い部位では２０ＭＰ
ａとなった。これにより、実操業時、保持器を長期間使用するために、保持器に発生する
疲労限を２０ＭＰａ以上に確保する必要があることがわかった。
【００４５】
　次に、下記の試験装置、試験条件で、保持器の疲労特性を繰り返し応力に基づいて、Ｐ
ＰＳ樹脂のガラス繊維の含有率毎に調査する試験を行った。
　（試験条件）応力負荷速度：　1500cpm（cycle per minute）
　（試験方法）JIS　Ｋ７１１９
　（疲労寿命判定基準）T.P.の破断または振幅１６mm以上
　（試験体）
　実施例１：ＰＰＳ樹脂　大日本インキ化学工業社製　商品名『Ｚ２３０』：商品名『Ｚ
２００－５Ｅ』＝３：１の混合樹脂（ガラス繊維７．５重量％）、以下「実施例１」と略
称する。
　実施例２：ＰＳＳ樹脂　大日本インキ化学工業社製　商品名『Ｚ２３０』：商品名『Ｚ
２００－５Ｅ』＝２：１の混合樹脂（ガラス繊維１５重量％）、以下「実施例２」と略称
する。
　図１０に示すように、実施例１、２は、何れも疲労限が２０ＭＰａを超えるため、優れ
た疲労特性を示し、この結果、実施例１、２を射出樹脂として使用した保持器１６は、耐
熱性、耐油性を確保しつつ、機械的強度を向上させたものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】この発明の実施形態の円筒ころ軸受を示す縦断面図
【図２】図１のＡ－Ａ線における円筒ころ軸受を示す拡大断面図
【図３】図１のＢ－Ｂ線における円筒ころ軸受を示す拡大断面図
【図４】同上の実施形態の保持器を示す拡大斜視図
【図５】図２の保持器の柱部に形成された溝を示す径方向断面図
【図６】同上の保持器の射出成型時に使用する金型を示す径方向断面図
【図７】図６のＣ－Ｃ線における金型を示す断面図
【図８】同上の保持器の型抜きの状態を示す説明図
【図９】同上の保持器に用いられる樹脂の引張強度低下率を示すグラフ
【図１０】同上の保持器に用いられる樹脂の疲労特性を示すグラフ
【符号の説明】
【００４７】
１０　円筒ころ軸受
１１　内輪
１２　外輪
１３　軌道面
１４　軌道面
１５　円筒ころ
１６　保持器
１７　大径円環部
１８　小径円環部
１９　柱部
２１　ポケット
２２　側面
２３　溝
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２４　側縁
３０　合わせ面
３１　雄金型
３２　雌金型
３３、３６、３７　凹部
３４　突出部
３５　段部
３８、３９　突条
４０　キャビティ
４１　大径円環部用キャビティ
４２　小径円環部用キャビティ
４３　柱部用キャビティ
４４　パーティングラインの突起

【図１】 【図２】

【図３】
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